
 第４１号議案  

 

 

亀岡市国民健康保険条例の一部を

改正する条例の制定について  

 

 亀岡市国民健康保険条例（昭和３４年亀岡市条例第７号）の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。  

 

   令和３年２月２２日提出  

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

亀岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 

 亀岡市国民健康保険条例（昭和３４年亀岡市条例第７号）の一部

を次のように改正する。  

 

 第１４条第１項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の

３第１項」を加える。  

 第２０条第１項第１号中「地方税法第３１４条の２第２項に掲げ

る金額」を「地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額

（世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世

帯所属者（次号及び第３号において「世帯主等」という。）のうち

給与所得を有する者（前年中に同条第１項に規定する総所得金額に

係る所得税法第２８条第１項に規定する給与所得について同条第３

項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定

する給与等の収入金額が５５０，０００円を超える者に限る。）を

いう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得

を有する者（前年中に地方税法第３１４条の２第１項に規定する総

所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係  
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る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受

けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額

が６００，０００円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額が１，１００，０００円を超える者

に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数

（次号及び第３号において「給与所得者等の数」という。）が２以

上の場合にあっては、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定め

る金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００

円を乗じて得た金額を加えた金額）」に改め、同項第２号中「地方

税法第３１４条の２第２項に掲げる金額」を「、地方税法第３１４

条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の

数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加

えた金額）」に改め、同項第３号中「地方税法第３１４条の２第２

項に掲げる金額」を「地方税法第３１４条の２第２項第１号に定め

る金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に

１００，０００円を乗じて得た金額を加えた金額）」に改める。  

 附則第２項中「地方税法第３１３条第３項」と」の次に「、  

「１，１００，０００円」とあるのは「１，２５０，０００円」

と」を加える。  

 附則第６項中「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４

年法律第３１号）附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感

染症」を「新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイ

ルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世

界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告

されたものに限る。）である感染症をいう。以下同じ。）」に改め

る。  

 

   附  則  

 

 （施行期日）  
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１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の第１４条第１項、第２０条第１項及び

附則第２項の規定は、令和３年度以後の年度分の保険料について

適用し、令和２年度以前の年度分の保険料については、なお従前

の例による。  
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亀岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例案要綱  

 

 

１  国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、次のとおり改正する

こと。  

⑴  国民健康保険料の被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減

額に係る基準について、当該世帯に給与所得を有する者又は公

的年金等に係る所得を有する者（以下「給与所得者等」とい

う。）が２人以上いる場合には、当該基準額に、給与所得者等

の数の合計数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を

加えるものとすること。  

⑵  被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定において、他の

所得と区分して計算される所得の金額のうち、長期譲渡所得の

算定方法に係る規定を整備すること。  

 

２  この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めること。  

 

３  その他所要の規定整備を図ること。  

 

４  この条例は、公布の日から施行すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-1 


